
1

１　総括

 （１） 人件費の状況（普通会計決算）

Ａ Ｂ

 （２） 職員給与費の状況（普通会計決算）

Ａ

人

（注）  １　　職員手当には退職手当を含まない。

 ２　　職員数は、平成２９年４月１日現在の人数である。

 ３　　給与費については、任期付短時間勤務職員（再任用職員（短時間勤務））の給与費が含まれており、職員数

     には当該職員を含んでいない。

 （３） ラスパイレス指数の状況

（注） １　　ラスパイレス指数とは、全地方公共団体の一般行政職の給料月額を同一の基準で比較するため、国の職員 

　　数（構成）を用いて、学歴や経験年数の差による影響を補正し、国の行政職俸給表（一）適用職員の俸給月額

　　を１００として計算した指数。

２　　（　）書きの数値は、地域手当補正後ラスパイレス指数を指す。地域手当補正後ラスパイレス指数とは、地域

　　手当を加味した地域における国家公務員と地方公務員の給与水準を比較するため、地域手当の支給率を用

　　いて補正したラスパイレス指数。

　　（補正前のラスパイレス指数×（１＋当該団体の地域手当支給率／（１＋国の指定基準に基づく地域手当支給

　　率）により算出。）

３　　類似団体平均とは、人口規模、産業構造が類似している団体のラスパイレス指数を単純平均したものである。

※ 　平成３０年４月１日のラスパイレス指数が、①３年前に比べ１ポイント以上上昇している場合、②３年連続で上昇

している場合、③１００を超えている場合について、その理由及び改善の見込み

該当なし

別紙３

つるぎ町の給与・定員管理等について

区　　分 住民基本台帳人口 歳　　出　　額 実　 質　 収　 支 人　　件　　費 人　 件　 費　 率  （参考）

（平成３０年１月１日） Ｂ/Ａ 平成２８年度の人件費率

平成 人 千円 千円 千円 ％ ％

２９年度 ９，３０８ ８，２５８，９２８ １１３，６８４ １，７２５，５４８ ２０．８９ ２０．４３

区　　分 職員数 給　　　　　　　　　与　　　　　　　　　費  (参考) 一人当たり  （参考）　町村平均

給　 料 職員手当 期末・勤勉手当 計　　Ｂ   給与費 　　　Ｂ/Ａ   一人当たり給与費

平成 千円 千円 千円 千円 千円 千円

２９年度 ２１２ ７８１，５３６ ６４，０６７ ３０９，４１１ １，１５５，０１４ ５，４４８ ５，５８１
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 （４） 給与改定の状況　（ 人事委員会を設置していないため該当なし ）

　①　月例給

A B

円 円 円 ％ ％ ％

（注） 　 「民間給与」、「公務員給与」は、人事委員勧告において公民の４月分の給与額をラスパイレス比較した

平均給与月額である。

　②　特別給 （ 期末 ・ 勤勉手当 ）

A B

月 月 月 月 月 月

（注） 　 「民間の支給割合」は民間事業所で支払われた賞与等の特別給の年間支給割合、「公務員の支給月数」

は期末手当及び勤勉手当の年間支給月数である。

 （５） 給与制度の総合的見直しの実施状況について

　 国の給与制度の総合的見直しにおいては、俸給表の水準の平均２％の引下げ及び地域手当の支給割合の見直

し等に取り組むとされている。

① 給料表の見直し

［　　　 実　施　　　　　未　実　施 　　　］

　　 実施内容 （ 平均引下げ率、実施（実施予定）時期、経過措置の有無等具体的な内容（未実施の場合には、その理由） ）

　　○　国の見直し内容を踏まえ、平成２７年４月１日から、一般行政職の給料表について平均１．８％（最高３．６％）引下

　　　　 げ。また、国と同様に、激変緩和のため、平成３０年３月３１日までの３年の間経過措置（現給保障）を実施。

　　○　一般行政職給料表との均衡を踏まえ、医療職給料表（二）・（三）を見直し。

② 地域手当の見直し （ 該当なし ）

　　 実施内容 （ 国基準における場合の支給割合及び当該団体の支給割合 ）

③ その他の見直し内容

　　○　単身赴任手当 ：  国と同様に見直しを行い、平成２７年４月１日から実施。

　　○　管理職員特別勤務手当 ： 平成２７年４月１日から、国と同様に支給対象範囲（「平日の深夜における勤務」）を拡大。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  なお、支給額については、「週休日・休日における勤務」と同じ。

　　　　

 （６） 特記事項 （ な し ）

区　　分

人事委員会の勧告

給与改定率

（参考）

民間給与 公務員給与 較差 勧告 国の改定率

A-B （改定率）

平成
２９年度 （　　　　　　％） ０．１６

区　　分

人事委員会の勧告

年間支給月数

（参考）

  民間の支給   公務員の 較差 勧告 国の年間

  割合   支給月数 A-B （改定月数） 支給月数

平成
２９年度 ４．４５

　【 概 要 】
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２　職員の平均給与月額、初任給等の状況

 （１） 職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況（平成３０年４月１日現在）

　　　　①　一般行政職

歳 円 円 円

歳 円 円 円

歳 円 円

歳 円 円 円

　　　　②　技能労務職

歳 人

歳 人 歳

歳 人

歳 人

歳 人

歳 人

※  民間データは、賃金構造基本統計調査において公表されているデータを使用している（平成２７～２９年の３ヶ年平均）。

※  技能労務職の職種と民間の職種等の比較にあたり、年齢、業務内容、雇用形態等の点において完全に一致しているもの

 ではない。

※  年収ベースの「公務員（Ｃ）」及び「民間（Ｄ）」のデータは、それぞれ平均給与月額を１２倍したものに、公務員においては前

 年度に支給された期末・勤勉手当、民間においては前年に支給された年間賞与の額を加えた試算値である。

　　　③　教育職

歳 円 円

歳 円 円

歳 円 円

（注）　１　　「平均給料月額」とは、平成３０年４月１日現在における各職種ごとの職員の基本給の平均である。  　  

 　　　 ２　　「平均給与月額」とは、給料月額と毎月支払われる扶養手当、地域手当、住居手当、時間外勤務手当などのすべて　　　　　 

　　　　　 の諸手当の額を合計したものであり、地方公務員給与実態調査において明らかにされているものである。

      　　　　  また、「平均給与月額（国比較ベース）」は、比較のため、国家公務員と同じベース（＝時間外勤務手当等を除いた　

　　　　　 もの）で算出している。

区　　分 平　均　年　齢 平均給料月額 平均給与月額 平均給与月額

（国比較ベース）

つるぎ町 ４３．９ ３０８，７２７ ３４５，７１３ ３３３，９８６

徳 島 県 ４４．５ ３３７，２７８ ４３１，３５５ ３７０，９２５

国 ４３．５ ３２９，８４５ ― ４１０，９４０

類似団体 ４１．８ ３００，３６０ ３４４，７１８ ３２６，６９５

区　　分

公　　務　　員 民　　　間 参　考

平均年齢 職員数  平均給料月額 
 平均給与月額  平均給与月額 対応する民間

平均年齢
 平均給与月額 

A/B
（A) （国比較ベース） の類 似職 種 （B)

つるぎ町 ４８．６ １６ ２９０，９１３円 ３０７，９９４円 ２９９，９５０円 ― ― ― ―

うち用務員 ５７．６ ３ ３４３，９３３円 ３５０，０６６円 ３４３，９３３円 用務員 ５５．６ ２０７，２００円 １．６９

うちその他 ４６．５ １３ ２７８，６７７円 ２９８，２８４円 ２８９，８００円 ― ― ― ―

徳 島 県 ５５．８ ５１ ３５７，３３９円 ３９５，０８８円 ３７２，８２８円 ― ― ― ―

国 ５０．７ ２，５５３ ２８６，８１７円 ― ３２８，６３７円 ― ― ― ―

類似団体 ５０．４ ５ ２７１，３５７円 ２９６，８４９円 ２８２，７８０円 ― ― ― ―

区　　分

参　　　考

年収ベース（試算値）の比較

公務員
(C)

民間
(Ｄ)

Ｃ/Ｄ

つるぎ町 ― ― ―

うち用務員 ５，８８０，２９２円 ２，８０８，７００円 ２．０９

うちその他 ― ― ―

区　　分 平均年齢 平均給料月額 平均給与月額

つるぎ町 ４５．７ ２９４，７８８ ３１４，０２６

徳 島 県 ４５．０ ３７１，６２７ ４１２，３４０

類似団体 ３９．８ ２８１，３０８ ３０８，２０６
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（２） 職員の初任給の状況（平成３０年４月１日現在）

円 円 円

円 円 円

円 円

円

円 円

円 円

（３） 職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（平成３０年４月１日現在）

円 円 円 円

円 円 円 円

円 円

円

円

３　一般行政職の級別職員数等の状況

（１） 一般行政職の級別職員数及び給料表の状況（平成３０年４月１日現在）

人 ％ 円 円

人 ％ 円 円

人 ％ 円 円

人 ％ 円 円

人 ％ 円 円

人 ％ 円 円

（注）　１　　つるぎ町職員の給与に関する条例に基づく給料表の級区分による職員数である。  　  

 　　　 ２　　標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職務である。　　　　　 

区　　　　　分 つ　る　ぎ　町 徳　島　県 国

一般行政職
大　学　卒 １７９，２００ １８５，８００ １７９，２００

高　校　卒 １４７，１００ １５１，５００ １４７，１００

技能労務職
高　校　卒 １４７，１００ １４９，２００ －

中　学　卒 － １４０，４００ －

教　育　職
大　学　卒 １７９，２００ ２０７，５００ －

高　校　卒 １４７，１００ １６２，５００ －

区　　　　分 経験年数１０年 経験年数２０年 経験年数２５年 経験年数３０年

一般行政職
大　学　卒 ２４１，８００ ３３４，０００ ３５９，８００ ３９６，３００

高　校　卒 ２１５，５００ ２９７，９００ ３３２，９００ ３６４，８００

技能労務職
高　校　卒 － ２４２，７００ － ３４２，３００

中　学　卒 － － － ３４２，６００

教　育　職
大　学　卒 ２３７，３００ － － －

高　校　卒 － － － －

区　　分 標準的な職務内容 職員数 構成比
１号給の 最高号給の

給料月額 給料月額

１　　級 定型的な業務を行う職務
１２ ７．８ １４２，６００ ２４７，１００

２　　級 主任、困難な業務を処理する主事の職務
２３ １４．９ １９２，７００ ３０３，８００

３　　級 係長、困難な業務を処理する主任の職務
３６ ２３．４ ２２８，９００ ３４９，６００

４　　級 課長補佐の職務
２２ １４．３ ２６２，０００ ３８０，６００

５　　級
企画監、主幹、困難な業務を処理する課
長補佐の職務

２８ １８．２ ２８８，０００ ３９２，６００

６　　級
理事、参事、支所長、総務課長、次長、課
長、局長、所長、館長、園長、高度な業務
を処理する企画監の職務 ３３ ２１．４ ３１８，５００ ４０９，８００
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（注）　　平成１８年に８級制から６級制に変更している。（旧給料表の１級及び２級並びに４級及び５級をそれぞれ統合）

（２） 国との給料表カーブ比較表（行政職（一））（平成３０年４月１日現在）

１級 7.8% １級 7.0% １級 6.7%

 ２級
14.9%

 ２級
14.1%

 ２級
11.0%

 ３級
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給
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昇　　給

平成３０年４月１日時点

　　　　　 つるぎ町（H30）

　  　　　　国家公務員（H30)

町１級
国１級

町２級
国２級

町５級
国５級

町４級
国４級 町３級

国３級

町６級
国６級

国７級

国８級

国９級

国10級
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（３） 昇給への人事評価の活用状況（つるぎ町）

　ロ.　人事評価を活用していない

４　職員の手当の状況

（１） 期末手当 ・ 勤勉手当

千円 千円

 （平成２９年度支給割合）  （平成２９年度支給割合）  （平成２９年度支給割合）

期末手当　　　　　　　　　　勤勉手当 期末手当　　　　　　　　　　勤勉手当 期末手当　　　　　　　　　　　  勤勉手当

  月分   月分   月分   月分   月分

月分 ( ） 月分 （ ） 月分 ( ） 月分 （ ） 月分 ( ） 月分

 （加算措置の状況）  （加算措置の状況）  （加算措置の状況）

　・ 役 職 加 算　　５％～１５％ 　・ 役 職 加 算　　５％～２０％ 　・ 役 職 加 算　　５％～２０％

　・ 管理職加算　２３％～２５％ 　・ 管理職加算　１０％～２５％

（注）　 （　　）内は、再任用職員に係る支給割合である。  　  

○ 勤勉手当への人事評価の活用状況（一般行政職）　（つるぎ町）

　ロ.　人事評価を活用していない

平成３０年４月２日から平成３１年４月１日
管 理 職 員 一 般 職 員

までにおける運用

　イ.　人事評価を活用している

　　活用している昇給区分
昇給可能な 昇給実績が 昇給可能な 昇給実績が

区分 ある区分 区分 ある区分

　　　 上位、標準、下位の区分

　　　 上位、標準の区分

　　　 標準、下位の区分

　　　 標準の区分のみ（一律）

○ ○

　　活用予定時期 未　　定 未　　定

つ　　る　　ぎ　　町 徳　　　　　島　　　　　県 国

 １人当たり平均支給額（平成２９年度）  １人当たり平均支給額（平成２９年度）
―

１，４１２ １，７４６

２．６０ 月分 １．８０ ２．６０ １．８０ ２．６０ １．８０

（　１．４５　） ０．８５ １．４５ ０．８５ １．４５ ０．８５

　職制上の段階、職務の級等による加算措置 　職制上の段階、職務の級等による加算措置  職制上の段階、職務の級等による加算措置

平 成 ３ ０ 年 度 中 に お け る 運 用 管 理 職 員 一 般 職 員

　イ.　人事評価を活用している

　　活用している成績率
支給可能な 支給実績が 支給可能な 支給実績が

成績率 ある成績率 成績率 ある成績率

　　　 上位、標準、下位の成績率

　　　 上位、標準の成績率

　　　 標準、下位の成績率

　　　 標準の成績率のみ（一律）

○ ○

　　活用予定時期 未　　定 未　　定
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（２） 退職手当（平成３０年４月１日現在）

月分 月分 月分 月分

月分 月分 月分 月分

月分 月分 月分 月分

月分 月分 月分 月分

 定年前早期退職特例措置  定年前早期退職特例措置

 （割増率２％～４５％）  （割増率２％～４５％）

）

 1人当たり平均支給額　　　　 千円 千円

（注）　 退職手当の１人当たり平均支給額は、平成２９年度に退職した職員に支給された平均額である。

（３） 地域手当（平成３０年４月１日現在）　（ 該当なし ）

千円

   円

％ 人 ％

％ 人 ％

％ 人 ％

（４） 特殊勤務手当（平成３０年４月１日現在）

千円

　 円

　 ％

（５） 時間外勤務手当

千円

千円

千円

千円

（注）　　職員１人当たりの平均支給額を算出する際の職員数は、「支給実績（平成２９年度決算）」と同じ年度の

　 　　 ４月１日現在の総職員数（管理職員、教育職員等、制度上時間外勤務手当の支給対象とはならない職員

 　　　 を除く。）であり、短時間勤務職員を含む。

つ　　る　　ぎ　　町 国

 （支給率）　　　　　　　　　　　　　　自己都合 応募認定・定年  （支給率）　　　　　　　　　　　　　　自己都合 応募認定・定年

 勤続２０年 １９．６６９５ ２４．５８６８７５  勤続２０年 １９．６６９５ ２４．５８６８７５

 勤続２５年 ２８．０３９５ ３３．２７０７５　  勤続２５年 ２８．０３９５ ３３．２７０７５　

 勤続３５年 ３９．７５７５ ４７．７０９　　　  勤続３５年 ３９．７５７５ ４７．７０９　　　

 最高限度額 ４７．７０９　 ４７．７０９　　　  最高限度額 ４７．７０９　 ４７．７０９　　　

 その他の加算措置  その他の加算措置

（退職時特別昇給 制度なし

- ２１，５０４

支 給 実 績 （ 平 成 ２ ９ 年 度 決 算 ）

支給職員１人当たり平均支給年額（平成２９年度決算）

支給対象地域 支給率 支給対象職員数 国の制度（支給率）

支 給 実 績 （ 平 成 ２ ９ 年 度 決 算 ） １，０７６

支 給 職 員 １ 人 当 た り 平 均 支 給 年 額 （ 平 成 ２ ９ 年 度 決 算 ） ４４，８３３

職 員 全 体 に 占 め る 手 当 支 給 職 員 の 割 合 （ 平 成 ２ ９ 年 度 ） １０．１

手 当 の 種 類 （ 手 当 数 ） １

手当の名称 主な支給対象職員 主な支給対象業務 支 給 実 績  左記職員に対する支給単価 

（平成２９年度決算）

 保育士手当  保育所に勤務する保育士
　　 保育所において乳児又

１，０７６ 千円  月額　４，０００ 円
　は幼児の保育

支 給 実 績 （ 平 成 ２ ９ 年 度 決 算 ） １８，４１８

職員1人当たり平均支給年額（平成２９年度決算） １０３

支 給 実 績 （ 平 成 ２ ８ 年 度 決 算 ） １５，８７５

職員1人当たり平均支給年額（平成２８年度決算） ９０
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（６） その他の手当（平成３０年４月１日現在）

国の制度 国の制度と 支給実績
支給職員1人当たり

手　当　名 内容及び支給単価  平均支給年額
との異同 異なる内容 （平成２９年度決算）

（平成２９年度決算）

扶 養 手 当 同 じ － ２６，２８３ 千円 ２２０，８６６ 円

　 扶養親族のある職員に対して支給

　  ・ 配偶者：10,000円、子：8,000円

　  ・ 孫､父母､祖父母等：1人につき6,500円

　 　  （ 配偶者がいない場合、そのうち1人目

　 　  　が子の場合は10,000円、父母等の場

　 　  　合は9,000円。双方を扶養する場合に

　 　  　は、子を1人目の扶養親族とする。 ）

　  ・ 特定期間に該当する子1人につき5,000
　 　  円を加算

住 居 手 当 同 じ － １１，３０８ 千円 ２７５，８０１ 円

 　  自ら居住するための住宅を借り受け、現

  に当該住宅に居住し、月額12,000円を超え

  る家賃を支払っている職員

  ［限度額27,000円］

通 勤 手 当 同 じ － １０，０５４ 千円 ６４，０３７ 円

　 ・ 交通機関または有料道路を利用し、その

　 　 運賃または料金を負担することを常例と

　 　 する職員

　 　 通勤に要する運賃等に相当する額

　 　 ［限度額55,000円］

 　・ 自動車またはその他の交通の用具を使

　 　 用することを常例とする職員

　 　 自動車等の使用距離（ 片道2ｷﾛﾒｰﾄﾙ

　 　 ～60ｷﾛﾒｰﾄﾙ以上 ）に応じて2,000円～

　 　 31,600円

管理職手当 同 じ － １９，６８２ 千円 ２９８，２１８ 円

 　 管理又は監督の地位にある職員の職の

  うち、その職務の特殊性に基づいて支給

　  職務の級及び区分に応じて、18,900円～

  57,700円

単身赴任手当 同 じ － ０ 千円 ０ 円

     異動等に伴い、住居を移転し同居してい

  た配偶者と別居することとなった職員で、通

  勤することが通勤距離等を考慮して困難で

  あると認められるもののうち、単身で生活す

  ることを常況とする職員

　 　月額30,000円、交通距離（ 100ｷﾛﾒｰﾄﾙ

  ～2,500ｷﾛﾒｰﾄﾙ以上 ）に応じて8,000円～

  70,000円を加算

休日勤務手当 同 じ － ０ 千円 ０ 円

　　 休日等において正規の勤務時間中に勤

  務することを命ぜられた職員

　  1時間につき、勤務1時間当たりの給与額

  に100分の125から100分の150までの範囲

  内で割合を乗じて得た額

夜間勤務手当 同 じ － ０ 千円 ０ 円

　   正規の勤務時間として午後10時から翌日

  の午前5時までの間に勤務することを命ぜら

  れた職員

　 　 1時間につき、勤務1時間当たりの給与額

  の100分の25の割合を乗じて得た額
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５　特別職の報酬等の状況（平成３０年４月１日現在）

円 円 円

（ 円 ）

円 円 円

（ 円 ）

円 円 円

（ 円 ）

円 円 円

（ 円 ）

円 円 円

（ 円 ）

月分

　 ７５４，０００円×在職月数×４３．５０/１００

　 ６０４，０００円×在職月数×２５．７５/１００

（注）　１　　給料及び報酬の（　）内は、減額措置を行う前の金額である。

 　　　 ２　　退職手当の「１期の手当額」は、４月１日現在の給料月額及び支給率に基づき、１期（４年＝４８月）　　　　　 

　　　　　 勤めた場合における退職手当の見込額である。

国の制度 国の制度と 支給実績
支給職員1人当たり

手　当　名 内容及び支給単価  平均支給年額
との異同 異なる内容 （平成２９年度決算）

（平成２９年度決算）

宿日直手当 同 じ － ４，５７８ 千円 ３１，５７２ 円
　   宿日直勤務を命ぜられた職員

　   勤務1回につき4,200円を超えない範囲内

管理職員
同 じ － １８６ 千円 １１，５９４ 円

 　  管理職手当の支給を受ける職員が、臨時

  又は緊急等の公務運営の必要により休日等

  勤務した場合、又は災害への対処のため平
特別勤務手当

  日の午前0時から午前5時まで勤務した場合

 　  勤務1回につき12,000円を超えない範囲内

初任給調整手当 同 じ － ０ 千円 ０ 円

　 　医療職給料表の適用を受ける職員のう

  ち、欠員の補充が困難であると認められる

  職に新たに採用された職員

　 　月額368,400円を超えない範囲内

区 分 給 料 月 額 等

給

料

　（参考）類似団体における最高／最低額

町　　　　　 長 ７５４，０００ ８５０，０００ ／ ３６６，０００

７５４，０００

副　　町　　長 ６０４，０００ ７１０，０００ ／ ４９０，０００

６０４，０００

報

酬

議　　　　　 長 ２７４，０００ ３６０，０００ ／ ２０５，０００

２７４，０００

副　　議　　長 ２３３，０００ ３２０，０００ ／ １７５，０００

２３３，０００

議　　　　　 員 １９５，０００ ３００，０００ ／ １５５，０００

１９５，０００

期
末
手
当

町　　　　　 長 　　（平成２９年度支給割合）

副　　町　　長 ３．３０

議　　　　　 長 　　（平成２９年度支給割合）

副　　議　　長
３．３０ 月分

議　　　　　 員

退
職
手
当

 （算定方式） 　（１期の手当額） （支給時期）

町　　　　　 長 １，５７４ 万円 任期毎

副　　町　　長 ７４７ 万円 任期毎

備　　　　　 考
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６　職員数の状況

（１） 部門別職員数の状況と主な増減理由

（注）　１　　職員数は一般職に属する職員数である。

 　　　 ２　　［　　　］内は、条例定数の合計である。　　　　　 

（各年４月１日現在）　

　　　　　　　　区　　分

　部　　門

職　　　員　　　数 対前年
増減数

主　な　増　減　理　由
平成２９年 平成３０年

普
通
会
計
部
門

一
般
行
政
部
門

議　　　会 ３ ３ ０

総　　　務 ５０ ５１ １
　 前年度から減員となっていた「防災」事務従事職員
　 の増員

税　　　務 ９ ７ ▲　２ 　 業務内容見直しによる減員

労　　　働 ０ ０ ０

民　　　生 ５９ ５６ ▲　３ 　 退職による減員

衛　　　生 １４ １４ ０

農林水産 １６ １５ ▲　１
　 事務分掌改変に伴った主たる所掌事務の変更による
　 減員

商　　　工 １０ １０ ０

土　　　木 ２０ ２１ １
　 事務分掌改変に伴った主たる所掌事務の変更による
　 増員

計 １８１ １７７ ▲　４  ＜参考＞

　人口1万人当たり職員数　　　　　　　　　　１９０．１６ 人

　（類似団体の人口１万人当たり職員数 １１１．８１ 人 ）

教育部門 ３１ ２７ ▲　４ 　 退職による減員

消防部門 ０ ０ ０

小　　  計 ２１２ ２０４ ▲　８  ＜参考＞

　人口1万人当たり職員数　　　　　　　　　　２１９．１７ 人

　（類似団体の人口１万人当たり職員数 １３４．８４ 人 ）

公
営
企
業
等
会
計
部
門

病　　 院 １４８ １５１ ３
　 前年度から減員となっていた看護師、リハビリ内容充　　　　　
　 実のための医療技術職等増員

水　　 道 １０ １０ ０

下 水 道 １ １ ０

そ の 他 １７ １７ ０

小　　 計 １７６ １７９ ３

合　　 計 ３８８ ３８３ ▲　５  ＜参考＞

　　  [　４４６　］ 　　  [　４４６　］
　人口１万人当たり職員数　　　　　　　　　　４１１．４７ 人
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（２） 年齢別職員構成の状況（平成３０年４月１日現在）

期末・勤勉手当

（３） 職員数の推移

（注）　１　　各年における定員管理調査において報告した部門別職員数。

 　　　 ２　　［　　　］内は、条例定数の合計である。　　　　　  　　　 ２　　合併した団体にあっては、合併前の年については合併前の旧団体の合計職員数。　　　　　 

区　分

２０歳 ２０歳 ２４歳 ２８歳 ３２歳 ３６歳 ４０歳 ４４歳 ４８歳 ５２歳 ５６歳 ６０歳

計

～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～

未満 ２３歳 ２７歳 ３１歳 ３５歳 ３９歳 ４３歳 ４７歳 ５１歳 ５５歳 ５９歳 以上

職員数
人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人

０ ５ ２５ ４１ ４９ ４８ ５５ ４３ ３８ ３４ ４３ ２ ３８３

（単位：人・％）　　

　　　　　　　　　年　　度

部　 門　 別
平成２５年 平成２６年 平成２７年 平成２８年 平成２９年 平成３０年

過去５年間
の増減数(率)

一 般 行 政 １８１ １８０ １８４ １８５ １８１ １７７ ▲　 ４ （ ▲ 　２．３ ％ ）

教　　　  育        ３２        ３３        ３３        ３３ ３１ ２７ ▲　 ５ （ ▲ １８．５ ％ ）

普通会計計 ２１３ ２１３ ２１７ ２１８ ２１２ ２０４ ▲　 ９ （ ▲ 　４．４ ％ ）

公営企業等会計計 １８１ １７５ １７６ １８０ １７６ １７９ ▲　 ２ （ ▲ 　１．１ ％ ）

総　合　計 ３９４ ３８８ ３９３ ３９８ ３８８ ３８３ ▲ １１ （ ▲　 ２．９ ％ ）

0

2

4

6

8
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12

14

16

構成比

５年前の構成比

%
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７　公営企業職員の状況

（１） 水道事業

  　 ① 職員給与費の状況

ア　決算

　（参考）

Ａ Ｂ

（注） 　資本勘定支弁職員に係る職員給与を含まない。　（該当者なし）

Ａ

人

（注）  １　　職員手当には退職給与金を含まない。

 ２　　職員数は、平成３０年３月３１日現在の人数である。

イ　 特記事項 （ な し ）

② 職員の平均年齢、基本給及び平均月収額の状況 （平成３０年４月１日現在）

歳 円 円

歳 円 円

（注） 　平均月収額には、期末・勤勉手当等を含む。

③ 職員の手当の状況

ア　期末手当・勤勉手当

千円　 千円　

 （平成２９年度支給割合）  （平成２９年度支給割合）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　期末手当　 勤勉手当 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　期末手当　 勤勉手当

 月分  月分  月分  月分

（ ）月分 ( ）月分 （ ）月分 ( ）月分

 （加算措置の状況）  （加算措置の状況）

  職制上の段階、職務の級等による加算措置 　職制上の段階、職務の級等による加算措置

　・ 役 職 加 算　　５％～１５％ 　・ 役 職 加 算　　５％～１５％

（注） 　（　　）内は、再任用職員に係る支給割合である。

区　　分 総費用 純損益又は 職員給与費 総費用に占める

　　　実質収支 職員給与費比率 平成２８年度の総費用に

Ｂ/Ａ 占める職員給与費比率

平成 千円 千円 千円 ％ ％

２９年度 １９９，６６４ ▲ ３０７ ５８，２１６ ２９．２ ２８．９

区　　分 職員数 給　　　　　　　　　与　　　　　　　　　費   一 人 当 た り  （参考）市町村平均

給　 料 職員手当 期末・勤勉手当 計　　Ｂ   給 与 費 Ｂ/Ａ   一人当たり給与費

平成 千円 千円 千円 千円 千円 千円

２９年度 １０ ３０，１３０ ４，４１６ １４，２６８ ４８，８１４ ４，８８１ ６，１４８

区　　　　　 分 平　均　年　齢 基　本　給 平均月収額

つ　る　ぎ　町 ３７．７ ２２６，１３４ ３８８，０４０

団　体　平　均 ４４．２ ３４１，０６６ ５１１，４２５

事　　業　　者 ― ―

つ　　る　　ぎ　　町 つ る ぎ 町　（一般行政職）

 １人当たり平均支給額（平成２９年度）  １人当たり平均支給額（平成２９年度）

１，４２７ １，５１５

２．６０ １．８０ ２．６０ １．８０

（　１．４５　） ０．８５ １．４５ ０．８５
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イ　退職手当（平成３０年４月１日現在）

月分 月分 月分 月分

月分 月分 月分 月分

月分 月分 月分 月分

月分 月分 月分 月分

 定年前早期退職特例措置  定年前早期退職特例措置

 （割増率２％～４５％）  （割増率２％～４５％）

） ）

 1人当たり平均支給額　　　　 千円 千円  1人当たり平均支給額　　　　 千円 千円

（注）　退職手当の１人当たり平均支給額は、平成２９年度に退職した職員に支給された平均額である。

ウ　地域手当（平成３０年４月１日現在）　（ 該当なし ）

千円

　 円

％ 人 ％

％ 人 ％

エ　特殊勤務手当（平成３０年４月１日現在）　（該当なし）

千円

　 円

　 ％

オ　時間外勤務手当

千円

千円

千円

千円

（注）  １　　時間外勤務手当には、休日勤務手当を含む。

 ２　　職員１人当たり平均支給額を算出する際の職員数は、「支給実績（平成２９年度決算）」と同じ

　　年度の４月１日現在の総職員数（管理職員、教育職員等、制度上時間外勤務手当の支給対象

　　とはならない職員を除く。）であり、短時間勤務職員を含む。

カ　その他の手当（平成３０年４月１日現在）

円

円

円

円

円

つ　　る　　ぎ　　町 つ　　る　　ぎ　　町　　(　一　般　行　政　職　)

 （支給率）　　　　　　　　　　　　　　自己都合 応募認定・定年  （支給率）　　　　　　　　　　　　　　自己都合 応募認定・定年

 勤続２０年 １９．６６９５ ２４．５８６８７５  勤続２０年 １９．６６９５ ２４．５８６８７５

 勤続２５年 ２８．０３９５ ３３．２７０７５　  勤続２５年 ２８．０３９５ ３３．２７０７５　

 勤続３５年 ３９．７５７５ ４７．７０９　　　  勤続３５年 ３９．７５７５ ４７．７０９　　　

 最高限度額 ４７．７０９　 ４７．７０９　　　  最高限度額 ４７．７０９　 ４７．７０９　　　

 その他の加算措置  その他の加算措置

（退職時特別昇給 制度なし （退職時特別昇給 制度なし

- - - ２１，４６９

支 給 実 績 （ 平 成 ２ ９ 年 度 決 算 ）

支給職員１人当たり平均支給年額（平成２９年度決算）

支給対象地域 支給率 支給対象職員数 一般行政職の制度（支給率）

 支給実績（平成２９年度決算）

 支給職員１人当たり平均支給年額（平成２９年度決算）

 職員全体に占める手当支給職員の割合（平成２９年度）

 手当の種類（手当数）

手当の名称 主な支給対象職員 主な支給対象業務 支 給 実 績 左記職員に対する支給単価
（平成２９年度決算）

千円

千円

支 給 実 績 （ 平 成 ２ ９ 年 度 決 算 ） １，１９４

職 員 1 人 当 た り 平 均 支 給 年 額 （ 平 成 ２ ９ 年 度 決 算 ） １４９

支 給 実 績 （ 平 成 ２ ８ 年 度 決 算 ） ６４８

職 員 1 人 当 た り 平 均 支 給 年 額 （ 平 成 ２ ８ 年 度 決 算 ） ３２４

手　当　名 内容及び支給単価

一般行政職 一般行政職
支給実績

 支給職員1人当たり 

の制度との の制度と異  平均支給年額
（平成２９年度決算）

    異同  　 なる内容  （平成２９年度決算） 

扶 養 手 当  ４ 職員の手当の状況（６）に同じ 同 じ － １，８０６ 千円 ２５８，０００

住 居 手 当  ４ 職員の手当の状況（６）に同じ 同 じ － ４０５ 千円 ２０２，５００

通 勤 手 当  ４ 職員の手当の状況（６）に同じ 同 じ － ４３８ 千円 ８７，６６０

管理職手当  ４ 職員の手当の状況（６）に同じ 同 じ － ５７２ 千円 ２８６，２００

管理職特別勤務手当  ４ 職員の手当の状況（６）に同じ 同 じ － ０ 千円 ０
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（２） 病院事業

  　 ① 職員給与費の状況

ア　決算

　（参考）

Ａ Ｂ

（注） 　資本勘定支弁職員に係る職員給与を含まない。　（該当者なし）

Ａ

人

（注）  １　　職員手当には退職給与金を含まない。

 ２　　職員数は、平成３０年３月３１日現在の人数である。

イ　 特記事項 （ な し ）

② 職員の平均年齢、基本給及び平均月収の状況 （平成３０年４月１日現在）

歳 円 円

歳 円 円

歳 円 円

歳 円 円

歳 円 円

歳 円 円

歳 円 円

（注） 　平均月収額には、期末・勤勉手当等を含む。

③ 職員の手当の状況

ア　期末手当・勤勉手当

千円　 千円　

 （平成２９年度支給割合）  （平成２９年度支給割合）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　期末手当　 勤勉手当 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　期末手当　 勤勉手当

 月分  月分  月分  月分

（ ）月分 ( ）月分 （ ）月分 ( ）月分

 （加算措置の状況）  （加算措置の状況）

  職制上の段階、職務の級等による加算措置 　職制上の段階、職務の級等による加算措置

　・ 役 職 加 算　　５％～１５％ 　・ 役 職 加 算　　５％～１５％

（注） 　（　　）内は、再任用職員に係る支給割合である。

区　　分 総費用 純損益又は 職員給与費 総費用に占める

　　　実質収支 職員給与費比率 平成２８年度の総費用に

Ｂ/Ａ 占める職員給与費比率

平成 千円 千円 千円 ％ ％

２９年度 ２，４５７，６９３ １３，２６２ １，３４１，７６４ ５４．６ ５３．１

区　　分 職員数 給　　　　　　　　　与　　　　　　　　　費   一 人 当 た り  （参考）市町村平均

給　 料 職員手当 期末・勤勉手当 計　　Ｂ   給 与 費 Ｂ/Ａ   一人当たり給与費

平成 千円 千円 千円 千円 千円 千円

２９年度 １５１ ５２６，２９８ １９６，４６７ ２０８，５１９ ９３１，２８４ ６，１６７ ６，８９０

区　　　　　  分 平　均　年　齢 基　本　給 平均月収額

医 師
つ る ぎ 町 ５０．７ ５５０，５３３ １，４４８，２１２

団 体 平 均 ４５．０ ５７０，５９９ １，４１３，５８７

看 護 師
つ る ぎ 町 ３８．４ ２６５，７４９ ４１５，４３５

団 体 平 均 ３９．３ ２９２，４１７ ４６７，０３１

事 務 職 員
つ る ぎ 町 ４２．０ ２６４，０１１ ４０３，８０３

団 体 平 均 ４２．９ ３２４，０８４ ４９７，２８３

医 療 技 術 職 ３９．１ ２９２，７７５ ４４７，８３２

つ　　る　　ぎ　　町 つ る ぎ 町　（一般行政職）

 １人当たり平均支給額（平成２９年度）  １人当たり平均支給額（平成２９年度）

１，３８０ １，５１５

２．６０ １．８０ ２．６０ １．８０

（　１．４５　） ０．８５ １．４５ ０．８５
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イ　退職手当（平成３０年４月１日現在）

月分 月分 月分 月分

月分 月分 月分 月分

月分 月分 月分 月分

月分 月分 月分 月分

 定年前早期退職特例措置  定年前早期退職特例措置

 （割増率２％～４５％）  （割増率２％～４５％）

） ）

 1人当たり平均支給額　　　　 千円 千円  1人当たり平均支給額　　　　 千円 千円

（注）　退職手当の１人当たり平均支給額は、平成２９年度に退職した職員に支給された平均額である。

ウ　地域手当（平成３０年４月１日現在）　（ 該当なし ）

千円

　 円

％ 人 ％

％ 人 ％

エ　特殊勤務手当（平成３０年４月１日現在）

千円

　 円

　 ％

つ　　る　　ぎ　　町 つ　　る　　ぎ　　町　　(　一　般　行　政　職　)

 （支給率）　　　　　　　　　　　　　　自己都合 応募認定・定年  （支給率）　　　　　　　　　　　　　　自己都合 応募認定・定年

 勤続２０年 １９．６６９５ ２４．５８６８７５  勤続２０年 １９．６６９５ ２４．５８６８７５

 勤続２５年 ２８．０３９５ ３３．２７０７５　  勤続２５年 ２８．０３９５ ３３．２７０７５　

 勤続３５年 ３９．７５７５ ４７．７０９　　　  勤続３５年 ３９．７５７５ ４７．７０９　　　

 最高限度額 ４７．７０９　 ４７．７０９　　　  最高限度額 ４７．７０９　 ４７．７０９　　　

 その他の加算措置  その他の加算措置

（退職時特別昇給 制度なし （退職時特別昇給 制度なし

５５７ ２１，６８８ - ２１，４６９

支 給 実 績 （ 平 成 ２ ９ 年 度 決 算 ）

支給職員１人当たり平均支給年額（平成２９年度決算）

支給対象地域 支給率 支給対象職員数 一般行政職の制度（支給率）

 支給実績（平成２９年度決算） １５８，１７４

 支給職員１人当たり平均支給年額（平成２９年度決算） １，３１８，１１６

 職員全体に占める手当支給職員の割合（平成２９年度） ７９．４

 手当の種類（手当数） ８

手当の名称 主な支給対象職員 主な支給対象業務 支 給 実 績 左記職員に対する支給単価
（平成２９年度決算）

 放射線取扱手当  放射線技師・看護師 ２７０ 千円

　  放射線を人体に対し
　放射線技師 ： 月額4,500円

 て照射する作業に従事
　看　 護　 師 ： 入室1回につき150円

 する職員に支給

 拘束手当 ４，４４２ 千円

　  医師・看護師・臨床 　  輪番制・救急医療体

　１回につき

　　医　師 ： 7,000円

 検査技師・放射線技師  制において待機してい 　　看護師･臨床検査
 平日 1,500円 ・その他の職員  る職員に支給 　　技師･放射線技師
 休日 3,000円　　･その他職員

 分娩手当  医師 ３，０１０ 千円

　  徳島県の産科医等

 確保支援事業により分 　１回の分娩につき
 娩業務に従事したとき 　　医　 師 ： 10,000円

 に支給

 医師派遣手当  医師 ０ 千円 　１回につき13,000円

　　医師の相互派遣に

 関する契約書により診

 療支援業務に従事した

 ときに支給
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オ　時間外勤務手当

千円

千円

千円

千円

（注）  １　　時間外勤務手当には、休日勤務手当を含む。

 ２　　職員１人当たり平均支給額を算出する際の職員数は、「支給実績（平成２９年度決算）」と同じ

　　年度の４月１日現在の総職員数（管理職員、教育職員等、制度上時間外勤務手当の支給対象

　　とはならない職員を除く。）であり、短時間勤務職員を含む。

カ　その他の手当（平成３０年４月１日現在）

円

円

円

円

円

円

円

手当の名称 主な支給対象職員 主な支給対象業務 支 給 実 績 左記職員に対する支給単価
（平成２９年度決算）

 医療従事手当  医師 ６８，２２０ 千円 　管理者が定めるところとする
　  医師として特殊的か

 つ困難な業務

 業績手当  医師 １，４５０ 千円 　管理者が定めるところとする
　  医師として特殊的か

 つ困難な業務

 産業医手当  医師 １２０ 千円 　月額10,000円
　　産業医として勤務し
 た医師に対して支給

 死体取扱手当  看護師 ９１ 千円 　１体につき500円
　　死体処理に従事した
 ときに支給

支 給 実 績 （ 平 成 ２ ９ 年 度 決 算 ） ２７，２３９

職 員 1 人 当 た り 平 均 支 給 年 額 （ 平 成 ２ ９ 年 度 決 算 ） ２００

支 給 実 績 （ 平 成 ２ ８ 年 度 決 算 ） ３２，９１４

職 員 1 人 当 た り 平 均 支 給 年 額 （ 平 成 ２ ８ 年 度 決 算 ） ２２８

手　当　名 内容及び支給単価

一般行政職 一般行政職
支給実績

 支給職員1人当たり 

の制度との の制度と異  平均支給年額
（平成２９年度決算）

 　 異同  　　　　 なる内容  （平成２９年度決算） 

扶 養 手 当  ４ 職員の手当の状況（６）に同じ 同  じ － １１，０５４ 千円 １７８，２９０

住 居 手 当  ４ 職員の手当の状況（６）に同じ 同  じ － ８，４８７ 千円 ２１２，１７５

通 勤 手 当  ４ 職員の手当の状況（６）に同じ 同  じ － １０，９４８ 千円 ８９，００８

管理職手当 異なる １１，１９０ 千円 ６９９，３７５ 円

 　  管理又は監督の地位にある 事務長 ５５，９００

  職員の職のうち、その職務の 課　 長 ４０，０００

  特殊性に基づいて支給 主　 幹 ３０，０００

宿日直手当 異なる ２８，５１２ 千円 ２０３，６５７ 円
 　  宿日直勤務を命ぜられた職

医　 師 ２０，０００ 円

看護師 ７，０００ 円
  員の当直勤務について支給

事　 務 ５，９００


